
                    

別表 

区 分 事 業 種 類 事  業  内  容 備  考 

 
１ 農業生産基盤

整備事業 

 
（１）農業用用排水施設整

備事業 
 
（２）農道整備事業 
 
 
（３）区画整理事業 
 
（４）農用地造成 
 
（５）暗渠排水事業 
 
 
（６）客土事業 
 
 
 
（７）除礫 
 

 
農業用用排水施設の新設、廃止又は変更 
 
 
農道、農道橋、索道又は軌道等運搬施設の新
設、廃止又は変更 
 
農用地等の区画形質の変更 
 
農用地の造成 
 
農地につき行う暗渠の新設若しくは変更又は
心土破砕工 
 
農地につき行う客土（混層耕を含む。）又は
これと一体的に実施する酸性土壌改良資材、
リン酸資材及び有機質資材の投入等 
 
除礫 

 

 
２ 農業生産基盤

整備附帯事業 

 
（１）土壌改良事業 
 
（２）高付加価値農業施設

移転等事業 
 
（３）耕作放棄地解消・発

生防止のための簡易
な整備 

 
（４）埋蔵文化財調査事業 

 
土壌改良資材の投入等 
 
事業区域に既に設置されている高付加価値農
業に係る施設の撤去又は移転に関する事業 
 
障害物の除去、除礫、深耕、整地、侵入防止
柵の設置等 
 
 
事業区域で行う埋蔵文化財の調査に関する事
業 

 

 
３ 営農環境整備

事業 

 
（１）農業集落道整備事業 
 
 
 
 
（２）農業集落排水施設整

備事業 
 
 
（３）農業集落防災安全施

設整備事業 
 
 
（４）農業集落環境管理施

設整備事業 
 
 
（５）用地整備事業 
 
 
 
 
（６）環境整備事業 
 
 
（７）生態系保全空間整備

事業 
 
 

 
農業集落周辺における農業生産基盤整備事業
に係る農道等を補完し、主として農業機械の
運行等の農業生産活動、農産物の運搬等に供
する農業集落道の整備 
 
農業用用排水の機能維持を図るために行う雨
水等を排除する集落内の排水施設の整備 
 
 
農業集落の防災安全のための土留、防護柵、
排水工、防風林、防雪林、水路防護施設、防
火水槽等の整備 
 
農業集落における環境を保全管理するための
農産廃棄物等の処理、再利用等を行う施設の
整備 
 
区画整理による換地の手法によって捻出され
た用地又は農道、用排水路と一体として整備
する用地であって農業近代化施設、公用・公
共用施設等の用地の整備 
 
親水・景観保全のための施設としての親水護
岸、遊水施設、せせらぎ水路等の整備 
 
多種多様な野生生物が生息可能な空間の保全
や回復が見込まれる湿地、ため池等の整備、
これらの空間を結ぶネットワーク構築のため
の水路、樹林帯、水生植物の植栽等の整備 

 



                    

 
 
（８）営農用水施設 
 
 
 
（９）農作業準備休憩施設 
 
 
（10）地域資源利活用基盤 

 
農業経営に必要な営農用水供給施設及び飲雑
用水供給施設の整備又は変更で共同利用に係
るもの 
 
農作業の合理化、作業環境の改善等を図るた
めの施設の整備 
 
地域資源を利活用して農業生産の補完又は生
活環境の改善を図るために必要な施設、集落
の活性化に資するための施設等に地域資源を
供給する施設等の整備 
 

 
４ 農業経営高度

化支援事業 

 
（１）指導事業 
 
 
 
（２）調査・調整事業 
 
 
 
 
 
（３）耕地利用高度化推進

事業 
 
 
（４）水田貯留機能向上支

援事業 
ア 指導事業 
 
 
 
イ 調査・調整事業 

 
 
 
（５）水田貯留機能向上推

進事業 
 
 

 
収益性向上に資する営農展開等の推進を図る
ために都道府県等が行う普及・指導活動 
 
 
収益性向上に資する営農展開等の推進を図る
ために行う耕地利用や水利用に係る関係農家
の意向調査活動、作物別の単収・単価等の調
査、関係機関との調査等調査・調整活動等 
 
 
営農上支障となる湧水処理及び不陸均平、暗
渠の維持管理、その他の農用地の良好な生産
環境の維持及び条件整備活動 
 
 
 
水田貯留機能向上の取組を推進するため、都
道府県等が行う普及・指導活動 
 
 
関係農家の意向調査活動、水利用・土地利
用・作付調整活動、関係機関との調整等調
査・調整活動 
 
水田貯留機能向上の取組実施に際しての畦畔
補強、排水整備 

 

 
５ 機構集積推進

事業 

 
機構集積推進事業 

 
基盤整備と一体的に農地中間管理機構による
担い手への農地の集積・集約化を推進 
 

 

 


